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議案第 １ 号 

令和５年度盛岡市一般会計補正予算（第７号） 

 令和５年度盛岡市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 728,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 131,901,021千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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国庫補助金

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円
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国庫補助金

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

社会福祉費

民生費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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第 ２ 表   繰越明許費補正 （単位  千円）

（追加）

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費

款 項 事　　　業　　　名 金　　　額

低所得者支援補足給付金支給事業 728,750

－ 4 －
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議案第 ２ 号 

令和６年度盛岡市一般会計予算 

 令和６年度盛岡市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 121,330,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000,000

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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1,678,917

市民税 8,734,935

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入湯税

都市計画税

地方揮発油譲与税

自動車重量譲与税

森林環境譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

環境性能割交付金

法人事業税交付金

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金
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市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入湯税

都市計画税

地方揮発油譲与税

自動車重量譲与税

森林環境譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

環境性能割交付金

法人事業税交付金

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

環境性能割交付金

1,528,660

住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金

定額減税減収補てん特例交付金 1,266,810

地方交付税

交通安全対策特別交付金

負担金

使用料

手数料

証紙収入

国庫負担金

国庫補助金

委託金

県負担金

県補助金

委託金

財産運用収入

財産売払収入

県支出金

財産収入

寄附金

国庫支出金

款 項 金　　　　　額

 千円

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料
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寄附金

特別会計繰入金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

市預金利子

貸付金元利収入

受託事業収入

公営企業貸付金元利収入

雑入

市債

款 項 金　　　　　額

 千円

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

繰入金
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寄附金

特別会計繰入金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

市預金利子

貸付金元利収入

受託事業収入

公営企業貸付金元利収入

雑入

市債

款 項 金　　　　　額

 千円

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

繰入金

1 644,125

1 議会費 644,125

2 11,171,143

1 総務管理費 9,271,966

2 徴税費 1,118,882

3 戸籍住民基本台帳費 609,954

4 選挙費 41,799

5 統計調査費 52,665

6 監査委員費 75,877

3 52,451,565

1 社会福祉費 20,585,252

2 児童福祉費 24,026,639

3 生活保護費 7,839,674

4 9,465,802

1 保健衛生費 2,626,264

2 清掃費 4,378,065

3 保健所費 2,461,473

5 201,566

1 労働諸費 201,566

6 2,477,785

1 農業費 1,912,494

2 林業費 565,291

7 1,649,384

1 商工費 1,649,384

8 15,190,567

1 土木管理費 224,725

議会費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林費

商工費

土木費
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2 道路橋りよう費 4,719,328

3 河川費 759,106

4 都市計画費 8,374,410

5 住宅費 1,112,998

9 4,653,482

1 消防費 4,653,482

10 11,631,517

1 教育総務費 1,237,847

2 小学校費 4,087,833

3 中学校費 2,743,604

4 高等学校費 723,074

5 幼稚園費 114,614

6 社会教育費 2,169,857

7 保健体育費 554,688

11 1

1 公共土木施設災害復旧費 1

12 11,743,063

1 公債費 11,743,063

13 50,000

1 予備費 50,000

121,330,000

 千円

款 項 金　　　　　額

- 10 -

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計
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2 道路橋りよう費 4,719,328

3 河川費 759,106

4 都市計画費 8,374,410

5 住宅費 1,112,998

9 4,653,482

1 消防費 4,653,482

10 11,631,517

1 教育総務費 1,237,847

2 小学校費 4,087,833

3 中学校費 2,743,604

4 高等学校費 723,074

5 幼稚園費 114,614

6 社会教育費 2,169,857

7 保健体育費 554,688

11 1

1 公共土木施設災害復旧費 1

12 11,743,063

1 公債費 11,743,063

13 50,000

1 予備費 50,000

121,330,000

 千円

款 項 金　　　　　額
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消防費

教育費

災害復旧費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

第２表　債務負担行為

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至 令和10年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

仙北地区活動センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

１億５６４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

もりおか女性センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

３億１，２４７万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

山岸地区活動センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

５，３１３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

土淵地区活動センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

５，２８６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

緑が丘地区活動センターの管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

５，３９９万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

みたけ地区活動センターの管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

５，６４９万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

１億３，９７２万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和８年度

中野地区活動センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

５，５６２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

９，９７１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

特殊災害対応資機材搬送車の購入に必要とする経費につい
ての債務負担

６，１６２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和12年度

消防ポンプ自動車の購入に必要とする経費についての債務
負担

７，８１６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

限 度 額

千円
旧盛岡中央消防署中野出張所庁舎解体工事に必要とする経
費についての債務負担

７，８０１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

１，５１０万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項

令和７年度

小型動力ポンプ付積載車の購入に必要とする経費について
の債務負担

令和12年度

盛岡南消防署化学消防ポンプ自動車の購入に必要とする経
費についての債務負担

令和12年度

令和９年度評価替えに係る盛岡市固定資産土地評価に必要
とする経費についての債務負担
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自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

市営青山西アパート１号館外壁屋根・外断熱等改修工事に
必要とする経費についての債務負担

１億８，９２７万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和７年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

橋梁包括維持管理業務委託に必要とする経費についての債
務負担

１億９，９７３万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立高松老人憩いの家の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，１５３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立山岸老人憩いの家の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，３３７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立西青山老人憩いの家の管理運営に必要とする経費
についての債務負担

３，１５６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

８，０３２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立西厨川老人福祉センターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

４，２０４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

１億１，５７１万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

本宮地区活動センター、盛岡市立本宮児童センター及び盛
岡市立本宮老人福祉センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

１億２，２８７万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

令和10年度

松園地区活動センター、盛岡市立松園児童センター及び盛
岡市立松園老人福祉センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

１億３，７０９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立乙部老人福祉センター及び盛岡市立乙部運動広場
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

４，４０８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

青山地区活動センター及び盛岡市立青山老人福祉センター
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

１億７，２１６万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市環境学習広場の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

７０６万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

加賀野地区活動センター、盛岡市立加賀野児童センター及
び盛岡市立加賀野老人福祉センターの管理運営に必要とす
る経費についての債務負担

盛岡市立杜陵老人福祉センターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担
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至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

市営青山西アパート１号館外壁屋根・外断熱等改修工事に
必要とする経費についての債務負担

１億８，９２７万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和７年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

橋梁包括維持管理業務委託に必要とする経費についての債
務負担

１億９，９７３万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立高松老人憩いの家の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，１５３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立山岸老人憩いの家の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，３３７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立西青山老人憩いの家の管理運営に必要とする経費
についての債務負担

３，１５６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

８，０３２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立西厨川老人福祉センターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

４，２０４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

１億１，５７１万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

本宮地区活動センター、盛岡市立本宮児童センター及び盛
岡市立本宮老人福祉センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

１億２，２８７万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

令和10年度

松園地区活動センター、盛岡市立松園児童センター及び盛
岡市立松園老人福祉センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

１億３，７０９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立乙部老人福祉センター及び盛岡市立乙部運動広場
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

４，４０８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

青山地区活動センター及び盛岡市立青山老人福祉センター
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

１億７，２１６万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市環境学習広場の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

７０６万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

加賀野地区活動センター、盛岡市立加賀野児童センター及
び盛岡市立加賀野老人福祉センターの管理運営に必要とす
る経費についての債務負担

盛岡市立杜陵老人福祉センターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

自
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自
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自
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自
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自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

一般会計

令和10年度

盛岡市岩洞生活改善センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６７万円に物価変動等による増減額を加算
した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市農民研修センターの管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

１０４万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度

姫神地区振興センターの管理運営に必要とする経費につい
ての債務負担

１２６万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市総合交流ターミナルの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

１億８，３５０万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

舟田地区介護予防センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

２０３万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度

芋田向地区介護予防センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

１３３万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

都南つどいの森の管理運営に必要とする経費についての債
務負担

１億９，２５２万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

農業近代化資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 年０．５％以内令和６年度

令和25年度

盛岡市外山森林公園の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

８，２２６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

１億７，１７０万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市飯岡農業構造改善センター及び盛岡市立都南老人福
祉センターの管理運営に必要とする経費についての債務負
担

５，９５７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和８年度

盛岡市住宅マスタープラン（改訂版）策定業務委託に必要
とする経費についての債務負担

１，１４０万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和７年度

岩手公園地下駐車場、マリオス立体駐車場及び盛岡駅西口
地区駐車場の管理運営に必要とする経費についての債務負
担

５億９，５９３万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

事 項 限 度 額

千円

期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

高松公園及び盛岡市高松多目的広場の管理運営に必要とす
る経費についての債務負担
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至
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自
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自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

一般会計

令和10年度

盛岡市立永井児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，５４８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立月が丘児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６，９３８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立手代森児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

７，８２４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立湯沢児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

７，４７３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立高松児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，５５４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立津志田児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

８，０４２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立河北児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，３０８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立杜陵児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，４０６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立みたけ児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６，４０３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立青山児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

８，６６１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市岩洞活性化センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

５，３１７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市町村活性化センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

９５万円に物価変動等による増減額を加算
した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市岩洞湖家族旅行村休憩施設及び盛岡市岩洞湖家族旅
行村テニスコートの管理運営に必要とする経費についての
債務負担

４８９万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）
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自
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自
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自
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自

至

自
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自
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自

至

自
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自

至

自
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一般会計

令和10年度

盛岡市立永井児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，５４８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立月が丘児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６，９３８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立手代森児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

７，８２４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立湯沢児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

７，４７３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立高松児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，５５４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立津志田児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

８，０４２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立河北児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，３０８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立杜陵児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

６，４０６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立みたけ児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６，４０３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立青山児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

８，６６１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市岩洞活性化センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

５，３１７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市町村活性化センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

９５万円に物価変動等による増減額を加算
した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市岩洞湖家族旅行村休憩施設及び盛岡市岩洞湖家族旅
行村テニスコートの管理運営に必要とする経費についての
債務負担

４８９万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

一般会計

令和10年度

盛岡市立上米内児童センター及び盛岡市立上米内老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，７７８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立緑が丘児童センター及び盛岡市立緑が丘老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，８０３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立仙北児童センター及び盛岡市立仙北老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

９，８２１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立下太田児童センター及び盛岡市立下太田老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，５６４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立上田児童センター及び盛岡市立上田老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，７７５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立大慈寺児童センター及び盛岡市立大慈寺老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，４１９万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立山岸児童センター及び盛岡市立山岸老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

１億１９万円に物価変動等による増減額を
加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立山王児童センター及び盛岡市立山王老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

３，０５９万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和７年度

盛岡市立桜城児童センター及び盛岡市立桜城老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，５９２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立仁王児童センター及び盛岡市立仁王老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，８５２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立川目児童センター及び盛岡市立川目老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，５０８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立北厨川児童センター及び盛岡市立北厨川老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

７，４６０万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市立乙部児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

７，７１５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項 限 度 額期 間
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自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

令和10年度

盛岡市立武道館及び盛岡市弓道場の管理運営に必要とする
経費についての債務負担

１億５，９６９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立太田テニスコートの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

４，５０３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立網取スポーツセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

１億９，０４０万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

一般会計

５，５８１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

盛岡市民文化ホール長寿命化修繕に必要とする経費につい
ての債務負担

１億８，３３３万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和８年度

盛岡市都南中央公園プール、盛岡市立総合プール、盛岡市
総合アリーナ及び盛岡市アイスリンクの管理運営に必要と
する経費についての債務負担

１４億９，００２万円に物価変動等による
増減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

令和７年度

盛岡劇場、盛岡市都南文化会館、盛岡市民文化ホール及び
盛岡市渋民文化会館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

２５億６，３１１万円に物価変動等による
増減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立見前児童センター及び盛岡市立世代交流センター
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，３５５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市児童手当システム及び児童扶養手当システム標準化
移行業務に必要とする経費についての債務負担

５，５６１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和８年度

盛岡市立かつら荘の管理運営に必要とする経費についての
債務負担

６，３９１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立太田児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，７９３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

盛岡市立上堂児童センター及び盛岡市立上堂老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，８９０万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市立北松園児童センター及び盛岡市立北松園老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，７９４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市太田橋野球場及び盛岡体育館の管理運営に必要とす
る経費についての債務負担
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自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

令和10年度

盛岡市立武道館及び盛岡市弓道場の管理運営に必要とする
経費についての債務負担

１億５，９６９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立太田テニスコートの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

４，５０３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市立網取スポーツセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

１億９，０４０万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

一般会計

５，５８１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

盛岡市民文化ホール長寿命化修繕に必要とする経費につい
ての債務負担

１億８，３３３万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和８年度

盛岡市都南中央公園プール、盛岡市立総合プール、盛岡市
総合アリーナ及び盛岡市アイスリンクの管理運営に必要と
する経費についての債務負担

１４億９，００２万円に物価変動等による
増減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

令和７年度

盛岡劇場、盛岡市都南文化会館、盛岡市民文化ホール及び
盛岡市渋民文化会館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

２５億６，３１１万円に物価変動等による
増減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立見前児童センター及び盛岡市立世代交流センター
の管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，３５５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市児童手当システム及び児童扶養手当システム標準化
移行業務に必要とする経費についての債務負担

５，５６１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和８年度

盛岡市立かつら荘の管理運営に必要とする経費についての
債務負担

６，３９１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立太田児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３，７９３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

盛岡市立上堂児童センター及び盛岡市立上堂老人福祉セン
ターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，８９０万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

千円
盛岡市立北松園児童センター及び盛岡市立北松園老人福祉
センターの管理運営に必要とする経費についての債務負担

８，７９４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

事 項 限 度 額期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市太田橋野球場及び盛岡体育館の管理運営に必要とす
る経費についての債務負担

千円
自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至 令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

志波城古代公園の管理運営に必要とする経費についての債
務負担

７，０１３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

盛岡市子ども科学館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

８億１，４８１万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

盛岡市河南公民館、盛岡市都南公民館及び盛岡市渋民公民
館の管理運営に必要とする経費についての債務負担

３億８，５４２万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和10年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡てがみ館の管理運営に必要とする経費についての債務
負担

１億１，１７９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和８年度

学校情報化推進事業に必要とする経費についての債務負担 ２万円に物価変動等による増減額を加算し
た額

令和６年度

令和８年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

城東中学校屋内運動場長寿命化改修事業に必要とする経費
についての債務負担

２億７，５４０万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

令和７年度

義務教育教材教具購入事業に必要とする経費についての債
務負担

４，８４２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

もりおか啄木・賢治青春館の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

９，０６９万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和８年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

都南東部体育館整備事業に必要とする経費についての債務
負担

１０億５７９万円に物価変動等による増減
額を加算した額

令和６年度

令和７年度

盛岡市観光文化交流センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

４億９，６０８万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市立松園テニスコートの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

３９０万円に物価変動等による増減額を加
算した額

令和６年度

令和10年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

盛岡市立生出スキー場、盛岡市立玉山運動場及び盛岡市渋
民運動公園の管理運営に必要とする経費についての債務負
担

２億７１２万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和10年度

盛岡市屋内ゲートボール場の管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

１，３５８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

期 間事 項 限 度 額
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千円
自

至

自

至

自

至

自

至

盛岡市産業支援センターの管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

５，４３５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和８年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

商工振興資金の融資に伴う保証料補給についての債務負担 岩手県信用保証協会の定める保証料の額令和６年度

令和15年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市勤労福祉会館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

１億１，９０５万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

もりおか歴史文化館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

６億５，８９８万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

事 項 限 度 額期 間

− 18−



千円
自

至

自

至

自

至

自

至

盛岡市産業支援センターの管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

５，４３５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

令和６年度

令和８年度

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

商工振興資金の融資に伴う保証料補給についての債務負担 岩手県信用保証協会の定める保証料の額令和６年度

令和15年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

令和10年度

盛岡市勤労福祉会館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

１億１，９０５万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　６年度分）

もりおか歴史文化館の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

６億５，８９８万円に物価変動等による増
減額を加算した額

令和６年度

事 項 限 度 額期 間

第 ３ 表　地　方　債 (単位　千円）

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

臨 時 財 政 対 策 債 1,005,754

旧 盛 岡 市 営 野 球 場
解 体 事 業 債

21,700

土淵地区活動センター大
規 模 改 修 事 業 債

6,700

総務費長寿命化事業債 214,700

総合プール改修事業債 25,800

道 の 駅 整 備 事 業 債 11,100

加賀野地区活動センター
複 合 化 ・ 大 規 模
改 修 事 業 債

22,200

活動センター空調設備
整 備 事 業 債

2,800

加 賀 野 児 童 セ ン タ ー
複 合 化 ・ 大 規 模
改 修 事 業 債

31,000

手 代 森 保 育 園 園 舎
解 体 事 業 債

3,900

都 南 東 部 体 育 館
整 備 事 業 債

79,500

加賀野老人福祉センター
複 合 化 ・ 大 規 模
改 修 事 業 債

6,600

月 が 丘 デ イ サ ー ビ ス
セ ン タ ー 断 熱 化
改 修 事 業 債

24,100

社会福祉施設整備事業債 220,500

旧都南老人福祉センター
解 体 事 業 債

4,400

つ な ぎ 老 人 憩 い の 家
解 体 事 業 債

3,300

上 飯 岡 児 童 セ ン タ ー
解 体 事 業 債

7,300

永 井 児 童 セ ン タ ー
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

11,200

厨 川 児 童 セ ン タ ー
複 合 化 事 業 債

3,000

山王老人福祉センター
外 ２ 施 設 建 設 事 業 債

216,200

借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和６年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 19 －
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起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

飲 料 水 供 給 施 設 等
解 体 事 業 債

800

衛 生 施 設 ト イ レ
環 境 整 備 事 業 債

48,300

上 水 道 安 全 対 策
事 業 出 資 債

225,000

清 掃 運 搬 車 両
更 新 事 業 債

5,200

都南サイクリングターミ
ナ ル 解 体 事 業 債

7,400

労 働 施 設 空 調 設 備
整 備 事 業 債

1,600

廃棄物処分場整備事業債 128,300

労働費長寿命化事業債 8,200

公 有 林 整 備 事 業 債 26,100

総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル
整 備 事 業 債

11,800

農 村 整 備 事 業 債 86,800

林 道 整 備 事 業 債 20,000

農林費長寿命化事業債 8,800

上米内地区振興センター
大 規 模 改 修 事 業 債

5,000

農 林 施 設 整 備 事 業 債 17,400

就 業 改 善 セ ン タ ー
解 体 事 業 債

76,600

商工費長寿命化事業債 13,500

盛 岡 南 地 区 物 流 拠 点
整 備 事 業 債

21,300

都南つどいの森レストハ
ウ ス 解 体 事 業 債

3,600

盛 岡 市 産 学 官
連 携 研 究 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

12,700

地方道路等整備事業債 2,029,600

－ 20 －
− 20−



起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

飲 料 水 供 給 施 設 等
解 体 事 業 債

800

衛 生 施 設 ト イ レ
環 境 整 備 事 業 債

48,300

上 水 道 安 全 対 策
事 業 出 資 債

225,000

清 掃 運 搬 車 両
更 新 事 業 債

5,200

都南サイクリングターミ
ナ ル 解 体 事 業 債

7,400

労 働 施 設 空 調 設 備
整 備 事 業 債

1,600

廃棄物処分場整備事業債 128,300

労働費長寿命化事業債 8,200

公 有 林 整 備 事 業 債 26,100

総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル
整 備 事 業 債

11,800

農 村 整 備 事 業 債 86,800

林 道 整 備 事 業 債 20,000

農林費長寿命化事業債 8,800

上米内地区振興センター
大 規 模 改 修 事 業 債

5,000

農 林 施 設 整 備 事 業 債 17,400

就 業 改 善 セ ン タ ー
解 体 事 業 債

76,600

商工費長寿命化事業債 13,500

盛 岡 南 地 区 物 流 拠 点
整 備 事 業 債

21,300

都南つどいの森レストハ
ウ ス 解 体 事 業 債

3,600

盛 岡 市 産 学 官
連 携 研 究 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

12,700

地方道路等整備事業債 2,029,600

－ 20 －

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

急傾斜地崩壊対策事業債 109,800

河 川 整 備 事 業 債 238,100

道 路 整 備 事 業 債 100,600

公 営 住 宅 建 設 事 業 債 331,900

消 防 施 設 整 備 事 業 債 149,600

公 園 整 備 事 業 債 327,500

景 観 重 要 建 造 物
整 備 事 業 債

2,700

トイレ環境整備事業債 109,300

玉山学校給食センター
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

3,100

消防費長寿命化事業債 29,500

校舎安全対策改修事業債 1,936,900

志 波 城 古 代 公 園 櫓
解 体 事 業 債

12,000

教育費長寿命化事業債 373,800

厨川小学校複合化事業債 31,300

上 田 公 民 館 大 規 模
改 修 事 業 債

29,300

教 育 施 設 空 調 設 備
整 備 事 業 債

73,300

見前小学校屋内運動場
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

349,700

北 陵 中 学 校 校 舎
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

488,700

城東中学校屋内運動場
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

208,000

計 9,584,854

－ 21 －
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議案第 ３ 号 

令和６年度盛岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99,920千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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議案第 ３ 号 

令和６年度盛岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99,920千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 

一般会計繰入金

繰越金

貸付金元利収入

雑入

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

− 23−



貸付費

貸付事務費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

母子父子寡婦福祉資金貸付費
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貸付費

貸付事務費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

母子父子寡婦福祉資金貸付費

- 25 - 

議案第 ４ 号 

令和６年度盛岡市国民健康保険費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の国民健康保険費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,520,488千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、 200,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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国民健康保険税

手数料

証紙収入

国庫補助金

県負担金

県補助金

財政安定化基金交付金

財産運用収入

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

雑入

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

繰入金

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

− 26−



国民健康保険税

手数料

証紙収入

国庫補助金

県負担金

県補助金

財政安定化基金交付金

財産運用収入

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

雑入

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

繰入金

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

総務管理費

徴税費

運営協議会費

療養諸費

高額療養費

移送費

出産育児諸費

葬祭諸費

医療費助成費

傷病手当金

医療給付費納付金

後期高齢者支援金等納付金

介護納付金

保健事業費

基金積立金

償還金及び還付加算金

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

総務費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

− 27−
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議案第 ５ 号 

令和６年度盛岡市介護保険費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の介護保険費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,090,030千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用 

令和６年２月22日提出 

  盛岡市長 内 舘   茂 
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議案第 ５ 号 

令和６年度盛岡市介護保険費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の介護保険費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,090,030千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用 

令和６年２月22日提出 

  盛岡市長 内 舘   茂 

 

介護保険料

手数料

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

県負担金

県補助金

財産運用収入

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

雑入

保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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総務管理費

徴収費

介護認定審査会費

趣旨普及費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

その他諸費

高額介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費

介護予防・生活支援サービス事業費

一般介護予防事業費

包括的支援事業・任意事業費

その他諸費

高額介護予防サービス費

高額医療合算介護予防サービス費

保健福祉事業費

基金積立金

償還金及び還付加算金

繰出金

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

保険給付費

地域支援事業費

保健福祉事業費

基金積立金

諸支出金

− 30−



総務管理費

徴収費

介護認定審査会費

趣旨普及費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

その他諸費

高額介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費

介護予防・生活支援サービス事業費

一般介護予防事業費

包括的支援事業・任意事業費

その他諸費

高額介護予防サービス費

高額医療合算介護予防サービス費

保健福祉事業費

基金積立金

償還金及び還付加算金

繰出金

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

保険給付費

地域支援事業費

保健福祉事業費

基金積立金

諸支出金

予備費

予備費

歳　　出　　合　　計

款 項 金　　　　　額

 千円

− 31−
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議案第 ６ 号 

令和６年度盛岡市後期高齢者医療費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の後期高齢者医療費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,057,829千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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議案第 ６ 号 

令和６年度盛岡市後期高齢者医療費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の後期高齢者医療費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,057,829千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 

後期高齢者医療保険料

手数料

一般会計繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

償還金及び還付加算金

雑入

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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総務管理費

徴収費

後期高齢者医療広域連合納付金

償還金及び還付加算金

予備費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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総務管理費

徴収費

後期高齢者医療広域連合納付金

償還金及び還付加算金

予備費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

議案第 ７ 号

令和６年度盛岡市中央卸売市場費特別会計予算

令和６年度盛岡市の中央卸売市場費特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、 千円と定める。

令和６年２月 日提出

盛岡市長 内 舘 茂

− 35−



使用料

手数料

一般会計繰入金

繰越金

雑入

市債

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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使用料

手数料

一般会計繰入金

繰越金

雑入

市債

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市場管理費

公債費

予備費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

市場総務費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円
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第 ２ 表　地　方　債 (単位　千円）

計 16,200

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

中 央 卸 売 市 場
整 備 事 業 債

16,200 借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和６年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 38 －
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第 ２ 表　地　方　債 (単位　千円）

計 16,200

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

中 央 卸 売 市 場
整 備 事 業 債

16,200 借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和６年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 38 －

- 39 - 

議案第 ８ 号 

令和６年度盛岡市新産業等用地整備事業費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の新産業等用地整備事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,225,867千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 230条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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一般会計繰入金

市債

使用料

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

繰入金

市債

使用料及び手数料

歳　　入　　合　　計
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一般会計繰入金

市債

使用料

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

繰入金

市債

使用料及び手数料

歳　　入　　合　　計

新産業等用地整備費

新産業等用地管理費

公債費

新産業等用地管理費

公債費

歳　　出　　合　　計

新産業等用地整備事業費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円
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第 ２ 表　地　方　債 (単位　千円）

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

新 産 業 等 用 地
整 備 事 業 債

1,123,700

計 1,123,700

借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和６年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 42 －
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第 ２ 表　地　方　債 (単位　千円）

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

新 産 業 等 用 地
整 備 事 業 債

1,123,700

計 1,123,700

借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和６年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 42 －
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議案第 ９ 号 

令和６年度盛岡市土地取得事業費特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の土地取得事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,351千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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財産運用収入

繰越金

財産収入

繰越金

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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財産運用収入

繰越金

財産収入

繰越金

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

管理事務費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

管理事務費

− 45−
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議案第 10 号 

令和６年度盛岡市東中野財産区特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の東中野財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,762千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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議案第 10 号 

令和６年度盛岡市東中野財産区特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の東中野財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,762千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

財産運用収入

財産売払収入

雑入

財産収入

諸収入

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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財産管理費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

財産費
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財産管理費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

財産費

- 49 - 

議案第 11 号 

令和６年度盛岡市東中野、東安庭、門財産区特別会計予算 

 令和６年度盛岡市の東中野、東安庭、門財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 678千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和６年２月22日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 
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財産運用収入

財産売払収入

一般会計繰入金

雑入

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

財産収入

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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財産運用収入

財産売払収入

一般会計繰入金

雑入

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

財産収入

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

財産管理費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

財産費

− 51−


	表紙



